
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  中古資産の耐用年数                    

Ｑ：中古車を買いました。耐用年数の特例

があると聞きましたが、どのように計算する

のですか。？                                       

                                             

Ａ：次のように計算します。 

【解説】 

中古資産の耐用年数は、法定耐用年数によ

らず、次の方法による耐用年数とすることが

認められています。 

 ①見積法 

  その資産をその用に供した時以後の使用可

能期間の年数を合理的に見積り、その年数を

その資産の耐用年数とする方法 

 ②簡便法 

  使用可能期間を見積もることが困難なもの

については、次の算式により算定した年数を

その資産の耐用年数とする方法 

 イ)法定耐用年数の全部を経過した資産 

  法定耐用年数×20% 

 ロ) 法定耐用年数の一部を経過した資産 

  (法定耐用年数－経過年数)＋経過年数×

20% 

  ※算定した年数に１年に満たない端数が生

じたときは、切捨てします。 

  ※算定した年数が２年未満である場合は、

２年とします。 

なお、この見積法や簡便法は、その減価償

却資産を事業の用に供した事業年度において

のみ認められ、その後の事業年度において、

これら方法により算定した耐用年数を使うこ

とは認められませんので、注意してください。 
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